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５ 最後に 改めて医療措置協定へのご協力のお願い



１ 医 療 措 置 協 定 の 趣 旨

医療措置協定は、

新興感染症として新型コロナと同等の感染症を想定しており、

新興感染症へ備える体制の構築に向けて、

新型コロナにおける最大の体制と同程度の規模を確保する

ことを目標としています。



１ 医 療 措 置 協 定 の ポ イ ン ト

１ 新興感染症は、新型コロナと同等の感染症を想定しています

新興感染症の性状は予測できないことから、あくまで新型コロナを想定して協定を締結するものです。

２ 協定に沿った対応は、やむを得ない場合には、不要です

発生した新興感染症の特性が想定と大きく異なるものであった場合や感染拡大又は自然災害等で人員・設備が

不足している場合等は、協定が履行できない「やむを得ない理由」となります。

３ 協定を締結することで、対応時の補助や設備整備支援の対象となります

発生時に協定に沿った対応を行う費用について、補助の対象となります※。

また現在、国において、設備整備等に対する支援等が検討されています。 ※詳細は発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めます。

現在、新型コロナ対応をいただいている医療機関の皆様に

ぜひ、協定の締結にご協力をお願いいたします。



２ 協定締結医療機関への支援【１】（診療報酬の減収補填）

【流行初期】

流行初期はウイルスの特性等が不明な時期の対応であるため、診療報酬上乗せや補助金の仕組みが充実するまで

の支援として、感染症発生・まん延時の初期に、県の要請により特別な協定に基づいた対応を行った月の診療報酬

が感染症発生・まん延時以前の直近の同月の診療報酬の額を下回った場合、その差額を措置します。(減収補填）

※ 減収補填については、県から措置の要請を行った医療機関にのみ発生します。

※ 流行初期は感染症指定医療機関及び公立･公的医療機関を中心に要請する想定です。

【流行初期以降】

新興感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金により支援します。

(出典:厚生労働省作成資料)

＜ 減収補填のイメージ ＞



２ 協定締結医療機関への支援【２】(設備整備、発生時の対応への補助)

事業名 補助対象 補助内容 補助率

新興感染症対
応力強化事業
＜施設・設備
整備事業＞

協定締結
医療機関
※協定締結
が決まって
いる場合も
含む。

【病床確保】
感染症の対応に適した個室病床の整備、多床室を個室化する

ための稼働折敷パーテーションの設置、ゾーニングのための病
棟出入口の扉の設置、個人防護具保管庫の整備に対する補助

個室整備：国1/3、
県1/3、事業者1/3

個室整備以外：国1/2、
県1/2

【発熱外来、自宅療養者への医療提供】
個人防護具保管庫の整備に対する補助

【病床確保】
簡易陰圧装置、検査機器、簡易ベッドの整備に対する補助

【発熱外来】
検査機器、簡易ベッド、HEPAフィルター付き空気清浄機（陰

圧対応可能なもの）の整備に対する補助

○ 国における今年度の補正予算案主要政策集(11月20日 要求)において、次のとおり示されています。

発生時に協定に沿った対応を行う費用について、補助の対象となります※

協定書にその旨、記載し締結します。 ※詳細は発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めます。

施設･設備等整備に関する支援

協定に基づく対応を行う費用



２ 協定締結医療機関への支援【２】(設備整備、発生時の対応への補助)
○ 施設整備に関する基準額（案）は以下のとおりです。（R5.12.12時点） (出典:厚生労働省作成資料)



医療措置協定では、各医療機関の機能や役割に応じ、新興感染症への対応時期について、

「流行初期」「流行初期以降」に分かれます。

流行初期

感染症法に基づく、厚生労働大臣による新型インフルエンザ等感染症に係る発生の公表（新興感染症に

位置付ける旨の公表）から３ヶ月以内です

☞ 感染症指定医療機関、公立･公的医療機関を中心に、新型コロナ発生の約１年後(2020年12月)
の患者数の規模に前倒しで対応できる体制の確保を目指します。

【参考：2020年12月頃の新型コロナ対応の状況(最大値) 入院者数165人、検体採取件数 1,205件(平均559件/日)】

流行初期以降

新興感染症の発生公表後、概ね４～６ヶ月以降です。

☞ 流行初期以降では、流行初期の体制に対応可能な民間医療機関も加え、発生公表後６ヶ月以内に

全ての協定締結医療機関での対応を目指します。

☞ 流行初期以降では、新型コロナ対応で確保した最大の体制（2022年12月以降）を目指します。

【参考：2022年12月頃の新型コロナ対応の状況(最大値) 入院者数758人、検体採取件数6,027件(平均3,173件/日)】

３ 新興感染症の「流行初期」と「流行初期以降」の考え方



４ 【協定締結項目】流行初期の発熱外来･検査
流行初期の発熱外来･検査体制として、県では感染症指定医療機関及び公立･公的医療機関
を中心とした体制の構築を目指します。

厚生労働省において新興感染症
発生の公表

県から対象の医療機関へ医療措置協定に
基づく措置の実施を要請

医療機関で、発熱外来や検査の対応を実施

＜ 流行初期の対応の流れ ＞

厚生労働省による発生公表後、
概ね３ヶ月間が流行初期となります。

2020年(令和2年)12月時点で外来診療等を実施してい
た感染症指定医療機関及び公立･公的医療機関を想定

･外来診療体制：28機関（560人/日）

･検査体制：560件/日
※検査体制は民間検査機関含む

＜ 流行初期の体制目標 ＞

・検査について、抗原検査(定性、定量)は協定に含まれません。
(PCR法等が対象です。)

・医療機関で検体採取のみ行い、分析を外部に委託する場合は、協
定の対象外です。

＜ 検査に関する留意事項 ＞

＋

検体採取 分 析

⇒医療措置協定対象の検査数

長野県



４ 【協定締結項目】流行初期以降の発熱外来･検査
○ 流行初期以降の発熱外来･検査体制として、県では流行初期の発熱外来･検査体制に民間

医療機関等も加え、新型コロナ最大の体制と同規模の体制構築を目指します。

○ 流行初期以降に対応いただける医療機関が不足しているため、ご協力をお願いいたします。

厚生労働省による新興感染症発生公
表から概ね３か月後、感染が拡大

感染状況を踏まえ、県から対象の医療機
関へ医療措置協定に基づく措置の実施を
要請

医療機関で、発熱外来や検査の対応を実施

＜ 流行初期以降の対応の流れ ＞

厚生労働省による発生公表後、
概ね４～６ヶ月以降が流行初期以降です。

・検査について、抗原検査(定性、定量)は協定に含まれません。
(PCR法のみ対象です。)

・医療機関で検体採取のみ行い、分析を外部に委託する場合は、協
定の対象外です。

＋

検体採取 分 析

⇒医療措置協定対象の検査数

2022年(令和4年)12月以降で外来診療等を実施してい
た医療機関を想定

･外来診療体制：720機関（8,400人/日）

･検査体制：4,560件/日
※検査体制は民間検査機関含む

＜ 流行初期以降の体制目標 ＞

長野県

＜ 検査に関する留意事項 ＞



４ 【協定締結項目】自宅療養者等への医療の提供
○ 新興感染症の感染拡大により、自宅療養者等の増加が見込まれる流行初期以降の時期に、

自宅療養者等に対して必要な医療を提供する体制構築を目指します。

○ 対象施設は「自宅」「宿泊療養施設」「高齢者施設」「障がい者施設」です。

厚生労働省による新興感染症発生公
表から概ね３か月後、感染が拡大

感染状況を踏まえ、県から対象の医療機
関へ医療措置協定に基づく措置の実施を
要請

自宅療養者等に対し、電話･ｵﾝﾗｲﾝ診療、往診、
健康観察等を実施

＜ 流行初期以降の対応の流れ ＞
長野県

自宅 宿泊療養施設

障がい者施設高齢者施設

○ 自宅療養者等へ医療の提供にご対応いただける場合は、対象施設ごとに次の４項目のどれが対応
可能かご回答ください。
⇒ ①通常の対面診療、②電話･ｵﾝﾗｲﾝ診療、③往診、④健康観察

○ 新型コロナにおける電話情報機器を用いた診療等の時限的･特例的取扱いは、R5.7月末で終了してい
ますが、電話･ｵﾝﾗｲﾝ診療は、同様の措置が行われる想定でお考えください。

＜ 留意事項 ＞



４ 【協定締結項目】人材派遣
○ 新興感染症の感染拡大により、医療ひっ迫が想定される流行初期以降の時期に、医療提供

体制等を維持する仕組みの構築を目指します。

○ 派遣先の想定は、県内の医療機関、高齢者施設、県外の医療機関等です。

厚生労働省による新興感染症発生公
表から概ね３か月後、感染が拡大

感染状況を踏まえ、県から対象の医療機
関へ医療措置協定に基づく措置の実施を
要請

派遣先の施設等で、感染症医療やまん延防止等
の業務を実施

＜ 流行初期以降の対応の流れ ＞
長野県

高齢者施設

新型コロナ対応と同規模の体制を目指す。

派遣可能医療従事者等

のべ400人以上
(参考：新型コロナ実績、事前調査回答結果)

＜ 体制の目標 ＞
・派遣元医療機関や近隣で感染が拡大していない等、医療機関の状況に
応じて派遣を要請します。

・派遣いただきたい人材は次のとおりです。
DMAT、DPAT、災害支援ﾅｰｽ、感染症医療担当従事者、感染症予防業務等従事者

※感染症医療担当従事者:病棟、外来等で感染症患者への医療提供を担当
感染症予防業務等従事者：医療機関、施設等でまん延防止等の技術的指導を担当

・災害支援ナースは、R6.4改正医療法により法定化されるものです。

＜ 留意事項 ＞

医療機関



４ 【協定締結項目】個人防護具の備蓄
○ 新興感染症への対応の備えとして、個人防護具の備蓄をお願いいたします。

○ 備蓄量について、国では医療機関の使用量２ヶ月分以上とすることを推奨しています。

サージカルマスク N95マスク アイソレーション
ガウン

フェイス
シールド

非滅菌手袋

＜ 備蓄の内容＞

個人防護具の備蓄を行ってい
る協定締結医療機関数

約８割以上
(参考：厚労省 医療措置協定締結等ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)

＜ 体制の目標 ＞
・N95マスクは、DS2マスクでの代替も可能です。
・アイソレーションガウンには、プラスチックガウンも含まれます。
・フェイスシールドについては、再利用可能なゴーグルの使用での代替も可
能です。この場合、ゴーグルは再利用可能であり、有事における医療機関
での1日当たりの使用量の備蓄を推奨します。必要人数分の必要量を確保
していれば、フェイスシールドの備蓄は不要であり、かつ、フェイスシー
ルドの使用量2か月分の確保と同等なものとします。

＜ 留意事項 ＞



個人防護具の備蓄について、医療機関等情報支援システム(G-MIS)の週次調査から集計した規模別･物資別

の平均使用量(令和３年度及び令和４年平均値)の結果がありますので、必要に応じて参考としてください。

出典:令和5年5月26日厚生労働省 感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドラインから抜粋

【参考】個人防護具の備蓄量の目安



５ 最後に 改めて医療措置協定へのご協力のお願い

○ 保健所から、医療機関様に医療措置協定締結の意向等に関する調査シートをお送りしてい

ます。お忙しいところ大変恐縮ですが、調査へのご協力をお願い申し上げます。

⇒医療措置協定にご協力いただける場合は、ご回答いただいた結果を基に、今後、協定締結

内容確認等のご連絡をさせていただきます。

○ 事前調査の結果、流行初期以降で発熱外来に対応いただける医療機関様が不足しています。

現在、新型コロナの外来診療を実施いただいている医療機関様におかれましては、

新興感染症への対応に対しても、引続きご協力をお願い申し上げます。

○ 協定を締結いただくことで、新興感染症発生時に対応を行う費用の補助対象となります。

また、設備整備等に対する支援もございますので、積極的にご活用ください。

医療機関の皆様のご協力をお願いいたします。



新型コロナの対応では、医療機関の皆様のご尽力により、県内の
医療提供体制を維持することができましたことに、改めて御礼申
し上げます。

引続き、医療機関の皆様には、ご支援･ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。



【 参 考 】医療措置協定締結に関する資料等

○ 厚生労働省

感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf

○ 厚生労働省

都道府県、保健所設置市及び特別区における

予防計画作成のための手引き

https://www.mhlw.go.jp/content/001101172.pdf

○ 医療措置協定締結に向けた事前調査に関する説明動画

https://youtu.be/xKdAGpRk3EM

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001101172.pdf
https://youtu.be/xKdAGpRk3EM

